
「
お
出
か
け
は 

マ
ス
ク
戸
締
り 

火
の
用
心
」
秋
の
全
国
火
災

予
防
運
動

　

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
期
を
迎
え
ま

す
。
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
に
、
火
災

予
防
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
期
間
　
11
月
９
日
（
水
）
～ 

15
日
（
火
）

■
注
意
事
項

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
全
て
の
住
宅
に

　

設
置
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
設
置

　

か
ら
10
年
以
上
の
場
合
は
、
本
体
の
交

　

換
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

消
防
本
部
予
防
係

　

☎
32

－

1
0
1
9

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

　

配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
、
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
被
害

な
ど
女
性
を
め
ぐ
る
様
々
な
人
権
問
題
の

解
決
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
が
実

施
さ
れ
ま
す
。

　

相
談
内
容
は
問
い
ま
せ
ん
。
相
談
に
は

法
務
局
職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
が
応

じ
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

■
実
施
期
間

　
11
月
18
日
（
金
）
～ 

24
日
（
木
）

■
実
施
時
間

　

〇
平
日

　
　

午
前
８
時
30
分 

～
午
後
７
時

　

〇
土
・
日
・
祝
日

　
　

午
前
10
時 

～
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
日
は
、
福
岡
法
務
局
人
権

　

擁
護
部
が
一
括
し
て
対
応
し
ま
す
。

■
電
話
番
号
（
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

☎
０
５
７
０

－

0
7
0

－

8
1
0

※

Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。

■
実
施
機
関

　
鹿
児
島
地
方
法
務
局

　

鹿
児
島
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
９
９

－

2
5
9

－

0
6
8
4

令
和
４
年
度
第
２
回
垂
水
市
人

権
教
育
研
修
会
の
開
催

　

人
権
問
題
に
対
す
る
正
し
い
理
解
と
認
識

を
深
め
、
身
近
な
人
権
問
題
に
「
気
づ
く
」

人
権
感
覚
を
身
に
つ
け
る
機
会
と
し
て
研
修

会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

■
開
催
日

　

11
月
21
日
（
月
）
14
時 

～ 

15
時
30
分

■
場
所　

垂
水
市
文
化
会
館

■
参
加
料　

無
料

■
申
込
方
法

　
事
前
申
込
は
不
要
で
す
。

　

直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

　

対
策
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
社
会
教
育
係

　

☎
32

－

0
2
2
4

「
裁
判
員
候
補
者
」

「
検
察
審
査
員
候
補
者
」

に
選
ば
れ
た
皆
さ
ん
へ

　

国
民
が
司
法
に
参
加
す
る
二
つ
の
制
度
で

す
。
ぜ
ひ
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
候
補
者
選
定

　

選
挙
権
を
有
す
る
県
民
か
ら
く
じ
で
選

　

定
（
２
０
歳
未
満
を
除
く
）

■
候
補
者
へ
の
通
知　

　

11
月
中
旬
頃
に
「
裁
判
員
候
補
者
名
簿

　

へ
の
記
載
の
お
知
ら
せ
」
ま
た
は
「
検

　

察
審
査
員
候
補
者
名
簿
へ
の
記
載
の
お

　

知
ら
せ
」
が
届
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

・
裁
判
員
候
補
者

　

鹿
児
島
地
方
裁
判
所
刑
事
部
裁
判
員
係

　

☎
０
９
９

－

2
2
2

－

7
1
5
7

・
検
察
審
査
員
候
補
者

　

鹿
児
島
検
察
審
査
会
事
務
局

　

☎
０
９
９

－

8
0
8

－

3
7
1
9

11
月
は
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
推
進

月
間
で
す
！

　

政
府
で
は
、
行
楽
シ
ー
ズ
ン
で
あ
り
自

動
車
に
乗
る
機
会
が
多
く
な
る
毎
年
11
月

を
「
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
推
進
月
間
」
と
し
、

環
境
に
や
さ
し
い
自
動
車
の
使
用
を
呼
び

か
け
て
い
ま
す
。

　
「
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
」
と
は
、
燃
料
消
費
量

や
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
減
ら
し
、
地
球
温
暖

化
防
止
に
つ
な
げ
る
「
運
転
技
術
」
や
「
心

が
け
」
で
あ
り
誰
に
で
も
今
す
ぐ
始
め
る

こ
と
が
で
き
る
ア
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
で
き

る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
生
活
環
境
課

　

環
境
衛
生
係
☎
32

－

1
2
9
7

11
月
は
労
働
保
険
未
手
続
事

業
一
掃
強
化
期
間
で
す
！

　

１
人
で
も
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事

業
主
は
労
働
保
険
（
労
災
・
雇
用
保
険
）

に
加
入
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
労
働
保

険
は
、
労
働
者
等
の
生
活
の
保
護
や
雇
用

の
安
定
を
図
る
た
め
の
国
の
制
度
で
す
。

■
労
災
保
険
と
は

　
労
災
保
険
は
、
労
働
者
の
方
が
業
務
災

　

害
や
通
勤
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
場
合
に
、

　

被
災
者
や
遺
族
を
援
護
す
る
た
め
に
、　

　

必
要
な
保
険
給
付
を
行
う
も
の
で
す
。

■
雇
用
保
険
と
は

　

扉
用
保
険
は
労
働
者
が
失
業
し
た
場
合

　

や
労
働
者
に
つ
い
て
雇
用
の
継
続
が
困

　

難
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
、
労

　

働
者
の
生
活
お
よ
び
雇
用
の
安
定
を
図

　

る
と
と
も
に
、
再
就
職
を
促
進
す
る
た

　

め
に
、
必
要
な
保
険
給
付
を
行
う
も
の

　

で
す
。

※
事
業
主
が
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に

　

よ
り
、
労
働
保
険
の
加
入
手
続
を
し
て

　

い
な
か
っ
た
期
間
中
に
労
働
災
害
が
発

　

生
し
、
労
災
保
険
給
付
を
行
っ
た
場
合

　

は
、
労
働
保
険
料
や
労
災
保
険
給
付
に

　

要
し
た
費
用
が
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
あ

　

り
ま
す
。

※
加
入
手
続
が
お
済
み
で
な
い
事
業
主
の

　

方
は
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
ま

　

た
は
ハ
ロ
ワ
ー
ク
ヘ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

　

☎
０
９
９

－
2
2
3

－

8
2
7
6

　

鹿
屋
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
９
９
４

－

43

－

3
3
8
5

　

鹿
屋
公
共
職
業
安
定
所

　

☎
０
９
９
４

－
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－

4
1
3
5

11
月
は
不
法
投
棄
防
止

強
化
月
間
で
す
！

　

鹿
児
島
県
で
は
、
産
業
廃
棄
物
の
不
法

投
棄
等
の
根
絶
を
図
る
た
め
、
毎
年
11
月

を
「
不
法
投
棄
防
止
強
化
月
間
」
と
定
め

て
い
ま
す
。
期
間
中
は
、
不
法
投
棄
防
止

の
啓
発
活
動
や
不
法
投
棄
防
止
パ
ト
ロ
ー

ル
等
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す
（
５
年

以
下
の
懲
役
、
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰

金
又
は
こ
の
併
科
）。
こ
の
機
会
に
一
人
ひ

と
り
が
、「
不
法
投
棄
を
し
な
い
。
さ
せ
な

い
。
見
つ
け
た
ら
す
ぐ
電
話
を
」
と
い
う

意
識
を
持
ち
、
不
法
投
棄
の
な
い
住
み
よ

い
地
域
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

〇
産
業
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
を

　
発
見
し
た
ら
・
・
・

　

大
隅
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部

　

☎
０
９
９
４

－

52

－

2
1
1
3

　

県
庁
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
課

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

3
8
1
0

　

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
生
活
環
境
課

　

環
境
衛
生
係　

☎
32

－

1
2
9
7

11
月
30
日
は
「
年
金
の
日
」

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご
利
用
い
た
だ

く
と
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か

ら
い
つ
で
も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認

で
き
、
さ
ら
に
様
々
な
パ
タ
ー
ン
に
応
じ

た
年
金
見
込
み
額
の
試
算
を
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。
ご
自
身
の
年
金
記
録
や
年
金

見
込
額
を
確
認
し
、
将
来
の
生
活
設
計
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
ま
た
は
、
日
本
年
金

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ロ
グ
イ
ン
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課
市
民
係
☎
内
線
１
６
３

鹿
児
島
県
民
手
帳
の
販
売

■
価
格
・
色
・
サ
イ
ズ

・
１
冊
６
０
０
円
（
税
込
み
）

・
黒
、
赤
、
青
の
３
種
類

・
縦
１
５
０
㎜
×
横 

85
㎜

■
販
売
場
所

①
市
役
所
市
民
課
相
談
係
（
別
館
１
階
）

②
新
城
支
所　

③
牛
根
支
所

※
数
量
限
定
販
売
と
な
り
ま
す
。

■
販
売
期
間

　

10
月
18
日
（
火
） 

～ 

12
月
20
日
（
火
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
総
務
課
情
報
統
計
係

　

☎
内
線
３
５
３

▲ 詳しくは
　 HP から

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

■
対
象

　
生
後
91
日
以
上
で
、
今
年
４
月
以
降
に

　

狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
て
い
な
い
犬

■
必
要
書
類　

通
知
書
（
登
録
犬
の
み
）

■
料
金　

３
４
０
０
円

※
未
登
録
の
場
合
は
、
別
途
３
０
０
０
円

■
お
願
い

①
通
知
書
を
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

②
釣
銭
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

③
会
場
で
は
マ
ス
ク
を
必
ず
着
用
し
て
く

　

だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
生
活
環
境
課

　

☎
０
９
９
４

－

32

－

1
2
9
7

実施日 時間 会場

11/22
（火）

9:00 ～ 9:15 新城支所

9:35 ～ 9:50 柊原地区公民館

10:10 ～ 10:25 三和センター

10:35 ～ 10:50 鉄道公園駐車場

11:00 ～ 11:15 中俣公民館

11:40 ～ 11:55 牛根支所

■実施日

▲ 詳しくは
　 HP から

342022（令和４）11 月 - 広報たるみず35 Tarumizu  City  Public  Relations


